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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年10月16日(2014.10.16)

【公開番号】特開2014-53369(P2014-53369A)
【公開日】平成26年3月20日(2014.3.20)
【年通号数】公開・登録公報2014-015
【出願番号】特願2012-195167(P2012-195167)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/768    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/522    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/115    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8247   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/90    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  27/10    ４３４　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ３７１　

【手続補正書】
【提出日】平成26年8月28日(2014.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　層間絶縁膜ＩＬＤが下層配線２０および絶縁膜３０上に設けられている。層間絶縁膜Ｉ
ＬＤは、４層の積層構造ＳＴＣを含む。積層構造ＳＴＣは、下層配線２０に最も近い第１
層４１と、第１層４１上の第２層４２と、第２層４２上の第３層４３と、第３層４３上の
第４層４４とからなる。第１層４１は、例えば、ＳｉＣＮのポーラス膜（具体的には、Ｂ
ＬＯｋ（ＡＭＡＴの商標））を用いて形成されている。第１層４１の誘電率は、第１層４
１～第４層４４の誘電率の中で最も低い。第２層４２および第４層４４は、例えば、シリ
コン酸化膜（ｄＴＥＯＳ（thermally Densified TetraEthOxySilane）、ＢＳＧ（Boron S
ilicon Glass）、ＨＴＯ（High Temperature Oxide））を用いて形成されている。第３層
４３は、例えば、シリコン窒化膜、シリコン酸窒化膜等を用いて形成されている。従って
、第３層４３の誘電率は、第２層４２および第４層４４の誘電率よりも高い。即ち、第１
層４１～第４層４４の各誘電率をＥ４１～Ｅ４４とすると、次の不等式が成り立つ。
　　　　　Ｅ４４＜Ｅ４３、Ｅ４２＜Ｅ４３、Ｅ４２＞Ｅ４１（式１）
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